
港
区
印
鑑
条
例
新
旧
対
照
表

改

正

案

現

行

（
前
略
）

（
前
略
）

（
登
録
資
格
）

（
登
録
資
格
）

第
三
条

（
略
）

第
三
条

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、

印
鑑
の
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
者
に
つ
い
て
は
、
印
鑑
の
登
録
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一

十
五
歳
未
満
の
者

一

十
五
歳
未
満
の
者

二

意
思
能
力
を
有
し
な
い
者

二

成
年
被
後
見
人

（
中
略
）

（
中
略
）

（
登
録
印
鑑
の
制
限
）

（
登
録
印
鑑
の
制
限
）

第
七
条

（
略
）

第
七
条

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
区
長
は
、
法
第
三
十
条
の
四
十
五
に
規
定
す

る
外
国
人
住
民
（
次
条
及
び
第
十
五
条
に
お
い
て
「
外
国
人
住
民
」
と
い
う
。
）

で
あ
る
登
録
申
請
者
が
、
そ
の
者
に
係
る
住
民
票
の
備
考
欄
に
記
載
（
法
第
六

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
磁
気
デ
ィ
ス
ク
（
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
区
長
は
、
法
第
三
十
条
の
四
十
五
に
規
定
す

る
外
国
人
住
民
（
次
条
及
び
第
十
五
条
に
お
い
て
「
外
国
人
住
民
」
と
い
う
。
）

で
あ
る
登
録
申
請
者
が
、
そ
の
者
に
係
る
住
民
票
の
備
考
欄
に
記
載
が
さ
れ
て

い
る
氏
名
の
片
仮
名
表
記
又
は
そ
の
一
部
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
で
表
さ
れ
て
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の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
含
む
。
）
を
も
つ
て
調

製
す
る
住
民
票
に
あ
つ
て
は
、
記
録
。
以
下
同
じ
。
）
が
さ
れ
て
い
る
氏
名
の

片
仮
名
表
記
又
は
そ
の
一
部
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
で
表
さ
れ
て
い
る
印
鑑
に

よ
り
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
当
該
印
鑑
を
登
録
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

い
る
印
鑑
に
よ
り
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
当
該
印
鑑
を
登
録
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

（
印
鑑
登
録
原
票
）

（
印
鑑
登
録
原
票
）

第
八
条

区
長
は
、
印
鑑
登
録
原
票
を
備
え
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
登
録
す
る
。

第
八
条

区
長
は
、
印
鑑
登
録
原
票
を
備
え
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
登
録
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

氏
名
（
氏
に
変
更
が
あ
つ
た
者
で
あ
る
登
録
申
請
者
に
係
る
住
民
票
に
旧

氏
の
記
載
が
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
氏
名
及
び
当
該
旧
氏
、
外
国
人

住
民
で
あ
る
登
録
申
請
者
に
係
る
住
民
票
に
通
称
の
記
載
が
さ
れ
て
い
る
場

合
に
あ
つ
て
は
氏
名
及
び
当
該
通
称
）

三

氏
名
（
氏
に
変
更
が
あ
つ
た
者
で
あ
る
登
録
申
請
者
に
係
る
住
民
票
に
旧

氏
の
記
載
（
法
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
磁
気
デ
ィ
ス
ク
（
こ
れ
に
準

ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物

を
含
む
。
）
を
も
つ
て
調
製
す
る
住
民
票
に
あ
つ
て
は
、
記
録
。
以
下
同
じ
。
）

が
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
氏
名
及
び
当
該
旧
氏
、
外
国
人
住
民
で
あ

る
登
録
申
請
者
に
係
る
住
民
票
に
通
称
の
記
載
が
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ

て
は
氏
名
及
び
当
該
通
称
）

四
～
七

（
略
）

四
～
七

（
略
）

（
後
略
）

（
後
略
）

付

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
元
年
十
二
月
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。
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